
○宇治市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例  
平成２５年３月２９日  

条例第２７号  
改正 令和４年３月２５日条例第８号  

令和５年３月２４日条例第４号  
令和６年３月２６日条例第３号  

（目的）  
第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「法」という。）第６８条の２第１項及び畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農林水産省・国土交

通省令第６号）第５８条第１項の規定に基づき、地区計画の区域

（地区整備計画が定められている区域に限る。）内における建築

物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都

市環境を確保することを目的とする。  
（定義）  

第２条 この条例において使用する用語は、この条例において定め

るもののほか、法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。  
（適用区域）  

第３条 この条例は、別表第１に掲げる区域（以下「対象区域」と

いう。）に適用する。  
（建築物の用途の制限）  

第４条 計画地区（対象区域を地区整備計画において区分した地区

をいう。以下同じ。）内における建築物の用途は、別表第２の計

画地区の欄の区分に応じ、同表の制限の欄に掲げる用途の制限に

適合するものでなければならない。  
（建築物の敷地面積の最低限度）  

第５条 計画地区内における建築物の敷地面積は、別表第２の計画

地区の欄の区分に応じ、同表の制限の欄に掲げる敷地面積の最低

限度に適合するものでなければならない。  



２ 前項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用さ

れている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同

項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を１の

敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、こ

の限りでない。  
（１） 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の

施行又は適用の際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前

の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に

基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反す

ることとなつた土地  
（２） 前項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同

項の規定に適合するに至つた土地  
３ 前項に規定は、法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行

による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地

として使用している土地で第１項の規定に適合しなくなるもの又

は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこと

となる土地について準用する。この場合において、前項第１号中

「前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又

は適用の際、」とあるのは「法第８６条の９第１項各号に掲げる

事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少が少なくと

も」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と読み替えるものと

する。  
（建築物の壁面の位置の制限）  

第６条 計画地区内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

（地盤面下の部分を除く。以下同じ。）の位置は、別表第２の計

画地区の欄の区分に応じ、同表の制限の欄に掲げる壁面の位置の



制限に適合するものでなければならない。  
（建築物の高さの最高限度）  

第７条 計画地区内における建築物の高さは、別表第２の計画地区

の欄の区分に応じ、同表の制限の欄に掲げる高さの最高限度に適

合するものでなければならない。  
（建築物に附属する塀の構造の制限）  

第８条 計画地区内における建築物に附属する塀の構造は、別表第

２の計画地区の欄の区分に応じ、同表の制限の欄に掲げる塀の構

造の制限に適合するものでなければならない。  
（既存の建築物に対する制限の緩和）  

第９条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けな

い建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築し、又

は改築する場合においては、法第３条第３項第３号又は第４号の

規定にかかわらず、第４条の規定は適用しない。  
（１） 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第

４条の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項

の規定により引き続き第４条の規定（同条の規定が改正された

場合においては、改正前の規定を含む。）の適用を受けない期

間の始期をいう。以下この項において同じ。）における敷地内

におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積

及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第

５２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５３条の規定並び

に第４条の規定に適合すること。  
（２） 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計

の１．２倍を超えないこと。  
（３） 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物

の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の

合計の１．２倍を超えないこと。  
（４） 第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の

台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれら



の出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出

力、台数又は容量の合計の１．２倍を超えないこと。  
２ 法第３条第２項の規定により第６条の規定の適用を受けない建

築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規模

の模様替（以下「増築等」という。）をする場合においては、当

該増築等をする部分以外の部分については、法第３条第３項第３

号又は第４号の規定にかかわらず、第６条の規定は適用しない。  
３ 前項の規定は、法第３条第２項の規定により前２条の規定の適

用を受けない建築物について準用する。  
（公益上必要な建築物の特例）  

第１０条 市長が、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを

得ないと認めて許可をしたものについては、その許可の範囲内に

おいて、第４条から第８条までの規定は適用しない。  
（委任）  

第１１条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定め

る。  
（罰則）  

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者（畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する法律（令和３年法律第３４号）第７条第１項

の規定に違反し、同法第２９条の規定による罰則の適用を受ける

者を除く。）は、５００，０００円以下の罰金に処する。  
（１） 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築

主  
（２） 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したこと

により、第５条第１項の規定に違反することになつた場合にお

ける当該敷地の所有者、管理者又は占有者  
（３） 第５条第１項の規定に違反した場合（前号に規定する場

合を除く。）又は第６条から第８条までの規定に違反した場合

における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施

工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合において



は、当該建築物の工事施工者）  
（４） 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反

した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者  
２ 前項第３号に規定する違反があつた場合において、その違反が

建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工

者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。  
（両罰規定）  

第１３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為を

したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も同条の刑を科する。  
附 則  

この条例は、平成２５年５月１日から施行する。  
附 則（令和４年条例第８号）  

この条例は、公布の日から施行する。  
附 則（令和５年条例第４号）  

この条例は、公布の日から施行する。  
別表第１（第３条関係）  

名称  区域  

石橋地区地区整

備計画区域  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０

条第１項の規定により告示された宇治都市計画石

橋地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域  

東隼上り地区地

区整備計画区域  
都市計画法第２０条第１項の規定により告示され

た宇治都市計画東隼上り地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域  

国道２４号沿道

安田町地区地区

整備計画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され

た宇治都市計画国道２４号沿道安田町地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域  

 



別表第２（第４条―第８条関係）  
１ 石橋地区地区整備計画区域  

計画

区域  
制限  

A地区  用途の

制限  
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築し

てはならない。  
（１） 病院（救急病院等を定める省令（昭和３

９年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病

院に限る。）  
（２） 保育所（前号の病院に勤務する職員の利

用に供するもの又は病児・病後児保育の用に供

するものに限る。）  
（３） バス停留所の上屋、公衆電話所又は東屋  
（４） 前３号の建築物に附属するもの  

壁面の

位置の

制限  

外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線（地

区計画の地区施設として定める区画道路の境界線

をいう。以下同じ。）までの距離は、５メートル

以上とする。ただし、守衛所、自転車置場、休憩

所等で地上階数１のもの、高さが２．０メートル

以下の門若しくは塀又はバス停留所の上屋、公衆

電話所若しくは東屋を建築する場合は、この限り

でない。  

高さの

最高限

度  

６０メートル以下で、かつ建築物の各部分の高さ

を当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに１０メートルを加えたもの以下  

B地区  用途の

制限  
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築し

てはならない。  
（１） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第



１条の５に規定する病院  
（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第２８項に規定する介護老人保健施設  
（３） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホー

ム  
（４） バス停留所の上屋、公衆電話所又は東屋  
（５） 前各号の建築物に附属するもの  

壁面の

位置の

制限  

外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線まで

の距離は、５メートル以上とする。ただし、守衛

所、自転車置場、休憩所等で地上階数１のもの、

高さが２．０メートル以下の門若しくは塀又はバ

ス停留所の上屋、公衆電話所若しくは東屋を建築

する場合は、この限りでない。  

高さの

最高限

度  

２０メートル以下で、かつ建築物の各部分の高さ

を当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に０．６を乗

じて得たものに１０メートルを加えたもの以下  

２ 東隼上り地区地区整備計画区域  

計画

区域  
制限  

専用

住宅

地区  

用途の

制限  
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築し

てはならない。  
（１） 住宅（長屋、同一敷地内の用途上不可分

の関係にある居室を有する建築物及び住宅宿泊

事業法（平成２９年法律第６５号）第２条第３

項に規定する住宅宿泊事業の用に供する住宅を

除く。以下同じ。）  
（２） 住宅で令第１３０条の３第１号、第６号



又は第７号に掲げる用途を兼ねるもの（延べ面

積の２分の１以上が居住の用途に供する部分の

床面積であつて、かつ、居住以外の用途に供す

る部分の床面積の合計が５０平方メートル以下

である建築物に限る。）  
（３） 住宅で令第１３０条の３第１号、第６号

又は第７号に掲げる用途の建築物を併設するも

の（延べ面積の２分の１以上が居住の用途に供

する部分の床面積であつて、かつ、居住以外の

用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メ

ートル以下である建築物に限る。）  
（４） 診療所（患者を収容する施設を有しない

診療所であつて、住宅を兼ね、又は併設するも

のに限る。以下同じ。）  
（５） 集会所  
（６） 巡査派出所、公衆電話所又は令第１３０

条の４に定める建築物  
（７） 前各号に規定する建築物に附属するもの

（令第１３０条の５に定める建築物を除く。）  

敷地面

積の最

低限度  

１５０平方メートル以上  

壁面の

位置の

制限  

（１） 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線又は隣地境界線までの距離は、敷

地面積が１５０平方メートル以上の敷地におい

ては１メートル以上とし、敷地面積が１５０平

方メートル未満の敷地においては、０．５メー

トル以上とする。ただし、次に掲げる建築物を

建築する場合は、この限りでない。  



ア 屋根付きカーポート又は地下車庫  
イ 建築物に附属する物置その他これらに類す

る建築物であつて、軒の高さが２．３メートル

以下で、かつ床面積の合計が５平方メートル以

内のもの  
ウ 下屋、建築物に付属する物干しその他これ

らに類する建築物（通風を妨げない構造のもの

に限る。）であつて、軒の高さが２．８メート

ル以下で、かつ床面積の合計が１５平方メート

ル以内のもの  
エ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの

合計が３メートル以内の建築物（アからウまで

を除く。）  
（２） 前号の規定にかかわらず、出窓（外壁の

長さの合計が５メートル以下で、下端の床面か

らの高さが０．３メートル以上のものに限る。

以下同じ。）から道路境界線又は隣地境界線ま

での距離は、０．５メートル以上とする。  

高さの

最高限

度  

１０メートル以下で、かつ軒の高さが７メートル

以下  

塀の構

造の制

限  

塀の高さは、建築物を建築し、又は工作物を設置

することができる敷地の地盤面から２メートル以

下とする。  

沿道

住宅

地区  

用途の

制限  
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな

らない。  
（１） 住宅  
（２） 住宅で令第１３０条の３各号のいずれか

の用途を兼ねるもの  



（３） 住宅で令第１３０条の３各号のいずれか

の用途の建築物を併設するもの  
（４） 診療所  
（５） 集会所  
（６） 巡査派出所、公衆電話所又は令第１３０

条の４に定める建築物  
（７） 前各号に規定する建築物に附属するもの

（令第１３０条の５に定める建築物を除く。）  

敷地面

積の最

低限度  

１５０平方メートル以上  

壁面の

位置の

制限  

（１） 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線又は隣地境界線までの距離は、敷

地面積が１５０平方メートル以上の敷地におい

ては１メートル以上とし、敷地面積が１５０平

方メートル未満の敷地においては、０．５メー

トル以上とする。ただし、次に掲げる建築物を

建築する場合は、この限りでない。  
ア 屋根付きカーポート又は地下車庫  
イ 建築物に附属する物置その他これらに類す

る建築物であつて、軒の高さが２．３メートル

以下で、かつ床面積の合計が５平方メートル以

内のもの  
ウ 下屋、建築物に付属する物干しその他これ

らに類する建築物（通風を妨げない構造のもの

に限る。）であつて、軒の高さが２．８メート

ル以下で、かつ床面積の合計が１５平方メート

ル以内のもの  
エ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの



合計が３メートル以内の建築物（アからウまで

を除く。）  
（２） 前号の規定にかかわらず、出窓から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、０．５メ

ートル以上とする。  

高さの

最高限

度  

１０メートル以下で、かつ軒の高さが７メートル

以下  

塀の構

造の制

限  

塀の高さは、建築物を建築し、又は工作物を設置

することができる敷地の地盤面から２メートル以

下とする。  

３ 国道２４号沿道安田町地区地区整備計画区域  

制限  

用途の制限  （１） 次に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。  
ア 工場（統計法（平成１９年法律第５３号）

第２条第９項に規定する統計基準である日本標

準産業分類（以下「標準産業分類」という。）

に掲げる大分類Ｅ―製造業に属するものに限

る。）  
イ 事務所（標準産業分類に掲げる大分類Ｅ―

製造業に属するものに限る。）  
ウ 研究開発施設（標準産業分類に掲げる大分

類Ｅ―製造業に属するものに限る。）  
エ 倉庫（標準産業分類に掲げる大分類Ｅ―製

造業に属するものに限る。）  
オ アからエまでに掲げる建築物に附属する  
もの  
（２） 前号の規定にかかわらず、次に掲げる

 



建築物は、建築してはならない。  
 ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭  
和４５年法律第１３７号）第８条第１項に規定

する一般廃棄物処理施設及び同法第１５条第１

項に規定する産業廃棄物処理施設その他これら

に類するもの  
イ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平

成３年法律第４８号）第２条第６項に規定する

再資源化をする施設その他これに類するもの  

敷地面積の最  １，０００平方メートル以上  
低限度   
壁面の位置の

制限  
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離は、１メート

ル以上とする。ただし、次の各号に掲げる用に

供する附属建築物のうち、地階を除く階数が１

のものについては、この限りでない。  
（１） バス停留所の上屋  
（２） 守衛所  
（３） 自動車車庫  
（４） 自転車置場  
（５） 物置  
（６） 東屋  
（７） 通路で、外壁を有しないもの  
（８） 門又は塀  

高さの最高限  ２０メートル以下  
度   
塀の構造の制

限  
地区計画の地区施設として定める区画道路に面

して塀（門柱及び意匠上これに附随する部分を

除く。）を設ける場合は、ブロック塀その他こ



れに類するものは設置してはならない。ただ

し、法令等で定めのある場合は、この限りでな

い。  

備考  
１ 建築物の面積及び高さの算定方法は、令第２条第１項に定

めるところによる。  
２ 前項の規定にかかわらず、北側の前面道路又は隣地との関

係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められて

いる場合において当該建築物の高さを算定するときを除き、

階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類

する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の

建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さ

は、１２メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。  
３ 第１項の規定にかかわらず、建築物の敷地の地盤面が北側

の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。）の地盤面（隣地に建築物がな

い場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。）より１

メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤

面は、当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなす。  

 


